
愛媛県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱 

 

（通則） 

１ 県は、愛媛県補助金等交付規則（平成18年愛媛県規則第17号）に定めるもののほか、

この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。 

（交付の目的） 

２ この補助金は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、保育環境の整

備や保育を支える保育士の確保に必要な措置を総合的に講ずることで、待機児童の解

消を図るとともに子どもを安心して育てることができる環境整備を行うことを目的と

する。 

（交付の対象） 

３ この補助金は、次の事業を交付の対象とする。 

（１）保育士資格取得支援事業 

「保育人材確保事業の実施について」（平成29年４月17日雇児発0417第２号）

の別添１に定める「保育士資格取得支援事業実施要綱」により地方公共団体以外

の者（以下「民間団体等」という。）が行う事業に対して県が補助する事業 

（２）保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業 

「教育支援体制整備事業費交付金（認定こども園設置促進事業）実施要領」（平

成27年５月21日初等中等教育局長裁定）の別紙３に定める「保育教諭確保のため

の幼稚園教諭免許状取得支援」により認定こども園等が行う事業に対して県が補

助する事業 

（３）保育士養成施設に対する就職促進支援事業 

「保育人材確保事業の実施について」の別添３に定める「保育士養成施設に対

する就職促進支援事業実施要綱」により民間団体等が行う事業に対して県が補助

する事業 

（４）認可外保育施設の衛生・安全対策事業 

「保育所等の質の確保・向上のための取組強化及び認可外保育施設支援等事業

の実施について」（平成29年４月28日雇児発0428第４号）の別添２に定める「認

可外保育施設の衛生・安全対策事業実施要綱」により市町（中核市を除く。）が

実施する事業又は市町が実施主体として認めた者が行う事業に対して市町が助

成する事業に対して県が補助する事業 

（５）保育環境改善等事業 

「認可保育所等設置支援事業の実施について」の別添５に定める「保育環境改

善等事業実施要綱」により県が実施主体として認めた者が行う事業に対して県が

補助する事業及び市町（中核市を除く。）が実施する事業又は市町が実施主体と

して認めた者が行う事業に対して市町が助成する事業に対して県が補助する事

業（新型コロナウイルス感染症対策として行う場合を除く。） 

 （６）保育体制強化事業 

「保育人材確保事業の実施について」の別添６に定める「保育体制強化事業実

施要綱」により民間団体等が行う事業に対して市町が助成する事業に対して県が

補助する事業 



 （７）保育補助者雇上強化事業 

「保育人材確保事業の実施について」の別添７に定める「保育補助者雇上強化

事業実施要綱」により市町が行う事業又は民間団体等が行う事業に対して市町が

助成する事業に対して県が補助する事業 

（補助対象経費及び補助率等） 

４ 補助対象経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりとし、種目ごとの合計額に

1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

（補助金の概算払） 

５ 知事は、必要があると認める場合は、概算払をすることができる。 

（交付の条件） 

６ この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

（１）別表の種目の区分を超えて、事業に要する経費の配分を変更する場合には、知

事の承認を受けなければならない。 

（２）事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、知事の承認を受け

なければならない。 

（３）事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。 

（４）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、

速やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

（５）事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により

取得し、又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の機械、器具及びその他の

財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（以下、

「適化法施行令」という。）第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が

別に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないで、この補助金の交付の

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しては

ならない。 

（６）知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収

入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

（７）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後において

も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなけ

ればならない。 

（８）補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及

び地方消費税にかかる仕入控除税額が確定した場合には、別紙様式２により速や

かに知事に報告しなければならない。 

なお、知事は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額の全部又は一部を県に納付させることがある。 

（９）市町が補助金の交付を受ける場合は、補助金と事業に係る予算及び決算との関

係を明らかにした別紙様式１による調書を作成するとともに、事業に係る歳入及

び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を補助金の額の確定の

日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属す

る年度の終了後５年間保管しなければならない。ただし、事業により取得し、又

は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加



した価格が３０万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期

間を経過後、当該財産処分が完了する日、又は適化法施行令第１４条第１項第２

号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日ま

で保管しておかなければならない。 

（10）市町以外の者が補助金の交付を受ける場合は、事業に係る歳入及び歳出につい

て証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を事業の完了の日（事業の中止又は

廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年

間保管しなければならない。 

（11）市町が本補助金を民間団体に交付する場合には、以下の条件を付さなければな

らない。 

  ① （１）から（８）までに掲げる条件 

    ただし、（１）～（４）及び（８）中「知事」とあるのは「市町長」と、（５）

及び（６）中「知事の承認」とあるのは「市町長の承認」と、（６）及び（８）

中「県」とあるのは「市町」と、（５）及び（８）中「補助金」とあるのは「間

接補助金」と読み替えるものとする。 

  ② 事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類

を補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その

承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しなければならない。ただ

し、事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業に

より取得し、又は効用の増加した価格が３０万円以上の機械、器具及びその他

の財産がある場合は、前記の期間後、当該財産処分が完了する日、又は適化法

施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を

経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

  ③ 県が付した条件に基づき市町が承認する場合には、あらかじめ知事の承認を

受けなければならない。 

（申請手続） 

７ この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。 

（１）別表種目１～３の事業については、別紙様式３による申請書に関係書類を添え

て、交付を受けようとする年度末までに知事に提出して行うものとする。 

（２）別表種目４～７の事業については、別紙様式３による申請書に関係書類を添え

て、交付を受けようとする年度の別途定める日までに知事に提出して行うものと

する。 

（変更申請手続） 

８ この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等

を行う場合には、７に定める申請手続きに従い、別途定める日までに行うものとする。 

（交付決定の通知） 

９ 知事は、交付申請があった場合、速やかに交付決定内容及びこれに付された条件の

通知を行うものとする。 

（実績報告） 

10 この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。 

事業が完了したときは、別紙様式４による事業実績報告書に関係書類を添えて、



事業完了の日から３０日以内（６の（３）により事業の中止又は廃止の承認を受け

た場合は、当該承認通知を受理した日から起算して１か月を経過した日）または事

業を実施した年度の３月３１日までのいずれか早い日までに知事に提出して行うも

のとする。 

（補助金の額の確定の通知） 

11 知事は、交付額の確定をしたときは、速やかに通知を行うものとする。 

（補助金の返還） 

12 知事は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助

金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について県に返還するこ

とを命ずる。 

（その他） 

13 特別の事情により４，７，８及び10に定める手続によることが出来ない場合には、

あらかじめ知事の承認を受けてその定めによるものとする。 

 

附 則 

この通知は、平成28年３月11日から施行し、平成27年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この通知は、平成29年９月12日から施行し、平成29年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この通知は、平成30年11月15日から施行し、平成30年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この通知は、平成31年３月４日から施行し、平成30年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この通知は、令和２年２月21日から施行し、平成31年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この通知は、令和３年３月２日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この通知は、令和４年３月15日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 


